
今月は年末調整の明細書を同封しています。

本年の所得税について記載されています。

◆「①と②の差」がマイナスのとき

→ 所得税を多く払いすぎていたので、その額が12月給与日に還付されます

◆「①と②の差」がマイナスではないとき

→ 所得税の支払いが不足していたので、その額が12月給与から追徴されます

年末調整

我々の給与が上がるとき、こんな感じの手順を踏んでいます。

あとは本日(20日)の県議会で議決されれば給与が上がるというところまできました。

【続報】給料が上がる（かも！）1.

年末調整の結果について2.

R6.12 (2)

Jimu Net

今年度当初まで遡って給与が上がれば、「差額」が支給されることとなります。

ＳＴＥＰ③： 埼玉県議会にて議案が議決される

ＳＴＥＰ①： 人事委員会より勧告がなされる

ＳＴＥＰ②： 埼玉県議会に給与を上げる議案が提出される

← イマココ

①本年納める

所得税額

②11月までに

納めた所得税額

①と②の差


